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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前腹部と後背部とこれらの間に位置する股部とから構成され、前腹部と後背部とが接合
されることによりウェスト開口部と一対の脚開口部とが形成された外装パンツ部材と、
　外装パンツ部材の股部の肌面側に備えられ、トップシートとバックシートとこれらの間
に挟まれた吸収性コアとを有する吸収性本体とを有し、
　前記外装パンツ部材は、内側シートと外側シートとを有し、内側シートと外側シートと
の間に弾性部材が設けられ、弾性部材が内側シートおよび／または外側シートと接着され
、
　前記内側シートと前記外側シートは、ポリオレフィンおよび／またはポリエステルとノ
ニオン性界面活性剤とを含むポリマー組成物を溶融して形成されたスパンボンド不織布か
らなることを特徴とする使い捨てパンツ型おむつ。
【請求項２】
　前記外装パンツ部材の前腹部および／または後背部には、内側シートと外側シートとの
間に、複数の胴周り用弾性部材がおむつ幅方向に設けられ、
　胴周り用弾性部材は、内側シートおよび／または外側シートと接着し、
　複数の胴周り用弾性部材間の内側シートと外側シートとは接着していない請求項１に記
載の使い捨てパンツ型おむつ。
【請求項３】
　前記外側シートは、外装パンツ部材のウェスト開口縁で、内側シート側に折り返されて
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いる請求項１または２に記載の使い捨てパンツ型おむつ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、幼児用または大人用の使い捨てパンツ型おむつに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、内側シートと外側シートとを有する外装パンツ部材と、前記外装パンツ部材の股
部の肌面側に備えられた吸収性本体とを有する使い捨てパンツ型おむつが知られている。
そして、特許文献１には、前記使い捨てパンツ型おむつにおいて、外装パンツ部材の内側
シートや外側シートとして、ポリプロピレンまたはポリオレフィン／ポリエステル共重合
体からなるスパンボンド不織布を界面活性剤に浸漬することにより親水化処理したシート
を用いることが開示されている。さらに、特許文献１には、ポリプロピレンまたはポリオ
レフィン／ポリエステル共重合体からなるスパンボンド不織布を界面活性剤に浸漬するこ
とにより、不織布シート表面が滑らかになって、肌触りが改善することが開示されている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－０９７９７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、特許文献１に開示される使い捨てパンツ型おむつは、外装パンツ部材の内側シ
ートや外側シートに用いられる不織布を界面活性剤に浸漬することにより、不織布の肌触
りが改善されるが、同時に不織布が親水化されてしまうため、外装パンツ部材の耐水性が
下がり、漏れ防止の点で改善の余地があった。
【０００５】
　本発明は前記事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、耐水性と柔軟性とを兼ね
備えた外装パンツ部材を有する使い捨てパンツ型おむつを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記課題を解決することができた本発明の使い捨てパンツ型おむつとは、前腹部と後背
部とこれらの間に位置する股部とから構成され、前腹部と後背部とが接合されることによ
りウェスト開口部と一対の脚開口部とが形成された外装パンツ部材と、外装パンツ部材の
股部の肌面側に備えられ、トップシートとバックシートとこれらの間に挟まれた吸収性コ
アとを有する吸収性本体とを有し、前記外装パンツ部材は、内側シートと外側シートとを
有し、前記内側シートと前記外側シートは、ポリオレフィンおよび／またはポリエステル
と界面活性剤とを含むポリマー組成物を溶融して形成されたスパンボンド不織布を有する
ところに特徴を有する。
【０００７】
　本発明では、不織布に界面活性剤を浸漬するのではなく、原料であるポリマー組成物中
に界面活性剤を含むようにし、当該ポリマー組成物から形成された不織布を外装パンツ部
材の内側シートと外側シートとに用いているため、得られる不織布がポリオレフィンおよ
び／またはポリエステル由来の疎水性が維持され、良好な耐水性を有するようになるとと
もに、不織布に柔軟性も付与されるようになる。その結果、着用者のおむつの肌触りが向
上するとともに、介護者等がおむつを手で扱う際の手触りが向上し、安心感が得られるよ
うになる。
【０００８】
　ポリマー組成物に含まれる界面活性剤は、ノニオン性界面活性剤であることが好ましい
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。界面活性剤としてノニオン性界面活性剤を用いれば、ポリオレフィンおよび／またはポ
リエステル不織布の疎水性を維持しやすくなるとともに、当該不織布に柔軟性を付与しや
すくなる。
【０００９】
　内側シートと外側シートの不織布の繊度は、１．０ｄｔｅｘ以上、１．５ｄｔｅｘ未満
であることが好ましい。不織布の繊度が１．５ｄｔｅｘ未満であれば、不織布に柔軟性を
付与しやすくなる。不織布の繊度が１．０ｄｔｅｘ以上であれば、スパンボンド不織布の
製造が容易となる。
【００１０】
　外側シートは、外装パンツ部材のウェスト開口縁で、内側シート側に折り返されている
ことが好ましい。ウェスト開口縁で外側シートが内側シート側に折り返されていれば、外
装パンツ部材の腰回りに厚みが付与されるため、外装パンツ部材が柔軟であっても、外装
パンツ部材の腰回りの取り扱い性が向上し、おむつの着脱が容易になる。
【００１１】
　外装パンツ部材の前腹部および／または後背部には、内側シートと外側シートとの間に
、複数の胴周り用弾性部材がおむつ幅方向に設けられ、胴周り用弾性部材は、内側シート
および／または外側シートと接着し、複数の胴周り用弾性部材間の内側シートと外側シー
トとは接着していないことが好ましい。胴周り用弾性部材が設けられることにより、おむ
つの下腹部と臀部周りのフィット性が向上する。また、複数の胴周り用弾性部材間の内側
シートと外側シートとが接着していなければ、胴周り域の手触りがさらに柔軟になる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の使い捨てパンツ型おむつは、耐水性と柔軟性とを兼ね備えた外装パンツ部材を
有するため、尿等の漏れが防止されやすくなり、おむつを扱う際の手触りや着用者のおむ
つの肌触りが向上する。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の使い捨てパンツ型おむつを表す。
【図２】図１の使い捨てパンツ型おむつの前腹部と後背部との接合を解いて、平面に展開
した状態を表す。
【図３】図２におけるＡ－Ａ断面図を表す。
【図４】図２におけるＢ－Ｂ断面図を表す。
【図５】図２におけるＣ－Ｃ断面図を表す。
【図６】胴周り用弾性部材へのホットメルト接着剤の塗布例を表す。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明の使い捨てパンツ型おむつは、前腹部と後背部とこれらの間に位置する股部とか
ら構成され、前腹部と後背部とが接合されることによりウェスト開口部と一対の脚開口部
とが形成された外装パンツ部材と、外装パンツ部材の股部の肌面側に備えられ、トップシ
ートとバックシートとこれらの間に挟まれた吸収性コアとを有する吸収性本体とを有する
。
【００１５】
　外装パンツ部材は、前腹部と後背部とがおむつ幅方向両側縁部において互いに接合され
ることにより、股部の両側に一対の脚開口部が形成されるとともに、前腹部と後背部のお
むつ前後方向両側縁部から形成されるウェスト開口部が形成される。なお、おむつ前後方
向とは、使い捨てパンツ型おむつの前腹部から後背部にかけての方向を意味し、おむつ幅
方向とは、使い捨てパンツ型おむつの前腹部と後背部との接合を解いて平面に展開した状
態で、使い捨てパンツ型おむつと同一面上にあり、前記前後方向に直交する方向を意味す
る。
【００１６】
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　外装パンツ部材の各部の名称については、使い捨てパンツ型おむつを着用の際に、着用
者の腹側に当てる部分を前腹部と称し、着用者の臀部側に当てる部分を後背部と称し、前
腹部と後背部との間に位置し着用者の股間に当てる部分を股部と称する。股部とは、使い
捨てパンツ型おむつの前腹部と後背部との接合を解いて平面に展開した状態で、おむつ前
後方向に３分割した中間に位置する部分であり、パンツ型に形成された場合におむつ幅方
向両側縁部が接合されない部分を意味する。
【００１７】
　外装パンツ部材の股部の肌面側には、吸収性本体が備えられる。肌面側とは、使い捨て
パンツ型おむつを着用の際に、着用者の肌と面する側を意味する。また、使い捨てパンツ
型おむつを着用の際に、外側に面する側を外面側とする。吸収性本体は、少なくとも股部
に存在すればよく、さらに前腹部および／または後背部にかけて存在してもよい。吸収性
本体は、着用者から排泄された尿等を吸収するためのものである。
【００１８】
　外装パンツ部材は、ポリオレフィンおよび／またはポリエステルと界面活性剤とを含む
ポリマー組成物を溶融して形成されたスパンボンド不織布からなるシート部材を有する。
これについて、以下に詳しく説明する。
【００１９】
　外装パンツ部材を構成するシート部材は、漏れ防止の点から、液不透過性または撥水性
不織布で構成されることが好ましく、従って、不織布としては疎水性繊維から形成された
不織布を用いることが好ましい。疎水性繊維としては、疎水性の強さや製造容易性から、
ポリオレフィンおよび／またはポリエステルの繊維を用いることが好ましい。しかし、ポ
リオレフィンおよび／またはポリエステル不織布は、柔軟性に劣り、手で扱う際にごわつ
き感を感じる場合がある。そこで、本発明では、シート部材に用いる不織布を形成する際
、原料として、ポリオレフィンおよび／またはポリエステルに加え界面活性剤を使用し、
ポリオレフィンおよび／またはポリエステルと界面活性剤とを含むポリマー組成物を溶融
して形成された不織布を、外装パンツ部材を構成するシート部材として用いる。その結果
、シート部材に柔軟性が付与される。
【００２０】
　本発明では、界面活性剤をポリマー組成物の一成分として用い、それを溶融して不織布
を製造することにより、ポリオレフィンおよび／またはポリエステル不織布の疎水性を大
きく損なうことなく、不織布に柔軟性を付与している。例えば、不織布としてポリオレフ
ィンおよび／またはポリエステル不織布を用い、当該不織布を界面活性剤に浸漬させたり
、当該不織布表面に界面活性剤を塗布する場合は、不織布に柔軟性を付与することができ
たとしても、ポリオレフィンおよび／またはポリエステル不織布が親水化され、液不透過
性または撥水性の不織布を得ることは難しい。しかし、本発明では、界面活性剤を不織布
を形成する際の繊維原料（ポリマー組成物）に配合することで、得られる不織布が、ポリ
オレフィンおよび／またはポリエステル由来の疎水性が維持され、良好な耐水性を有する
ようになる。従って、柔軟で、液不透過性または撥水性の不織布が得られる。
【００２１】
　また、本発明では、界面活性剤をポリマー組成物の一成分として用い、それを溶融して
不織布を製造することにより、接着性に優れた不織布を得ることができる。例えば、不織
布を界面活性剤に浸漬させたり、当該不織布表面に界面活性剤を塗布する場合、得られる
不織布は、例えば接着剤により弾性部材を接着したり、当該不織布どうしを接着剤により
接着することが困難となったり、接着力が低下したりすることがある。しかし、本発明で
は、界面活性剤を不織布を形成する際の繊維原料（ポリマー組成物）に配合することで、
得られる不織布の接着性がほとんど損なわれないようにすることができる。
【００２２】
　ポリマー組成物に含まれるポリオレフィンとしては、不織布に一般に用いられるポリオ
レフィンを用いることができ、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリブテン－１
、ポリイソブチレン等を用いればよい。これらの中でも、製造容易性やコストの点から、
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ポリエチレンおよび／またはポリプロピレンが好ましい。これらは、１種のみを用いても
よく、２種以上を併用してもよい。
【００２３】
　ポリマー組成物に含まれるポリエステルとしては、不織布に一般に用いられるポリエス
テルを用いることができ、例えば、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリブチレ
ンテレフタレート（ＰＢＴ）、ポリトリメチレンテレフタレート（ＰＴＴ）等を用いれば
よい。これらは、１種のみを用いてもよく、２種以上を併用してもよい。
【００２４】
　界面活性剤としては、カチオン性界面活性剤、アニオン性界面活性剤、両性界面活性剤
、またはノニオン性界面活性剤を用いることができるが、中でもノニオン性界面活性剤が
好ましい。ノニオン性界面活性剤は親水部が非イオン性であるため、ポリマー組成物の一
成分としてノニオン性界面活性剤を用いることで、ポリオレフィンおよび／またはポリエ
ステル不織布の疎水性を維持しやすくなる。また、ノニオン性界面活性剤は、ポリオレフ
ィンやポリエステルとの親和性が比較的良好であり、不織布に柔軟性を付与しやすくなる
。
【００２５】
　ノニオン性界面活性剤としては、ショ糖脂肪酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、
ソルビタン脂肪酸エステル等の多価アルコール脂肪酸エステル；ポリオキシエチレンアル
キルエーテル；ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル；ポリオキシエチレン脂肪
酸エステル；ポリオキシエチレン多価アルコール脂肪酸エステル等が挙げられる。これら
は、１種のみを用いてもよく、２種以上を併用してもよい。
【００２６】
　界面活性剤のポリマー組成物中の配合割合は、０．５質量％以上が好ましく、１．０質
量％以上がより好ましく、また５．０質量％以下が好ましく、３．５質量％以下がより好
ましい。界面活性剤のポリマー組成物中の配合割合が０．５質量％～５．０質量％の範囲
であれば、ポリマー組成物を溶融および形成して得られる不織布の柔軟性と疎水性が十分
確保されるようになる。
【００２７】
　シート部材を構成する不織布としては、スパンボンド不織布が好ましい。なお、スパン
ボンド不織布とは、スパンボンド法により得られる不織布を意味する。スパンボンド不織
布は、例えば、ポリマー組成物を溶融し、紡糸口金から押し出して延伸し、これをコンベ
アベルト等の上に集積して、ウェブ状に形成することにより得られる。本発明では、シー
ト部材としてスパンボンド不織布を用いることにより、通気性が確保され、おむつ着用時
の蒸れを防止しやすくなる。
【００２８】
　本発明において、スパンボンド不織布とは、スパンボンド層のみからなる不織布を意味
する。例えば、メルトブロー層がスパンボンド層で挟まれたＳＭＳ不織布は、メルトブロ
ー層により通気性が阻害され、好ましくない。また、上記説明した通り、本発明では、シ
ート部材が十分な耐水性を有しているため、メルトブロー層を設けてシート部材の耐水性
を高める必要もない。
【００２９】
　シート部材に用いられる不織布の目付は、１０ｇ／ｍ2以上が好ましく、１５ｇ／ｍ2以
上がより好ましく、また３５ｇ／ｍ2以下が好ましく、２５ｇ／ｍ2以下がより好ましい。
不織布の目付が１０ｇ／ｍ2以上であれば、シート部材が十分な強度を有しやすくなる。
不織布の目付が３５ｇ／ｍ2以下であれば、不織布の通気性が確保されやすくなり、着用
者の快適性が向上する。
【００３０】
　シート部材に用いられる不織布の繊度は、１．０ｄｔｅｘ以上、１．５ｄｔｅｘ未満が
好ましい。不織布の繊度が１．５ｄｔｅｘ未満であれば、不織布に柔軟性を付与しやすく
なる。一方、不織布の繊度が１．０ｄｔｅｘ以上であれば、スパンボンド不織布の製造が
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容易となる。
【００３１】
　本発明の使い捨てパンツ型おむつは、外装パンツ部材が、前記シート部材を１枚のみ有
していてもよく、複数枚有していてもよい。好ましくは、外装パンツ部材は、内側シート
と外側シートとを有し、内側シートと外側シートとして前記シート部材が用いられる。す
なわち、内側シートと外側シートが、ポリオレフィンおよび／またはポリエステルと界面
活性剤とを含むポリマー組成物を溶融して形成されたスパンボンド不織布を有している。
なお、内側シートは、外側シートの肌面側に積層される。外装パンツ部材が、内側シート
と外側シートとを有し、内側シートと外側シートとして前記シート部材が用いられていれ
ば、外装パンツ部材の外形をパンツ型に保持しやすくなるとともに、外装パンツ部材は耐
水性と通気性とに優れ、さらに柔軟性に優れたものとなる。その結果、着用者のおむつの
肌触りが向上するとともに、介護者等がおむつを手で扱う際の手触りが向上し、安心感が
得られるようになる。
【００３２】
　外装パンツ部材が、内側シートと外側シートとを有する場合、外側シートは、外装パン
ツ部材のウェスト開口縁で、内側シート側に折り返されていることが好ましい。なお、ウ
ェスト開口縁とは、外装パンツ部材のウェスト開口部周りの縁を意味する。ウェスト開口
縁で外側シートが内側シート側に折り返されていれば、外装パンツ部材の腰回りに厚みが
付与されるため、外装パンツ部材が柔軟であっても、外装パンツ部材の腰回りの取り扱い
性が向上し、おむつの着脱が容易になる。また、外側シートが内側シート側に折り返され
ているので、外装パンツ部材の見栄えも良くなる。
【００３３】
　内側シートと外側シートとの間には弾性部材が設けられることが好ましい。この場合、
弾性部材は、内側シートおよび／または外側シートと接着されればよい。
【００３４】
　外装パンツ部材には、前腹部や後背部のウェスト開口縁に沿ってウェスト用弾性部材が
設けられることが好ましい。ウェスト用弾性部材により、着用者が寝ている状態でも、背
中側や腹部側からの尿等の排泄物の漏れが起こりにくくなる。ウェスト用弾性部材は、複
数本設けられてもよい。
【００３５】
　外装パンツ部材には、脚開口縁に沿って脚用弾性部材が設けられることが好ましい。脚
用弾性部材により、脚開口縁からの尿等の排泄物の漏れが防止される。なお、脚開口縁と
は、外装パンツ部材の脚開口部周りの縁を意味する。脚用弾性部材は、複数本設けられて
もよい。
【００３６】
　外装パンツ部材には、前腹部および／または後背部に複数の胴周り用弾性部材がおむつ
幅方向に設けられることが好ましい。胴周り用弾性部材により、おむつの下腹部と臀部周
りのフィット性が向上する。
【００３７】
　外装パンツ部材に胴周り用弾性部材が設けられる場合、複数の胴周り用弾性部材間の内
側シートと外側シートとは接着していないことが好ましい。複数の胴周り用弾性部材間の
内側シートと外側シートとが接着していなければ、胴周り域の手触りがさらに柔軟になる
。
【００３８】
　各弾性部材は、ポリウレタン糸、ポリウレタンフィルム、天然ゴム等の通常使い捨てお
むつに用いられる弾性伸縮材料を用いることができる。各弾性部材は、伸張状態で、ホッ
トメルト接着剤で内側シートおよび／または外側シートに固定することが好ましい。例え
ば、繊度１００～２，５００ｄｔｅｘのポリウレタン糸を、倍率１．１～５．０倍に伸張
して配設し、固定する。接合手段としては、好ましくは、ゴム系のホットメルト接着剤で
ある。
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【００３９】
　複数の胴周り用弾性部材間の内側シートと外側シートとが接着しないようにするために
は、次のような方法を採用すればよい。接着剤塗布機として、ノズル吐出口から一対のガ
イドが延出した接着剤塗布ノズルを用い、当該接着剤塗布ノズルを弾性部材の本数分並べ
て配置する。ノズル吐出口から接着剤を吐出しながら、各弾性部材を一対のガイド間を通
して繰り出し、弾性部材の周囲に接着剤を塗布し、接着剤が塗布された複数の弾性部材を
外側シートに配設する。その後、弾性部材が固定された外側シートに内側シートを積層し
、内側シートと外側シートとを接着剤や熱融着等で接合する。なお、前記接着剤塗布ノズ
ルについては、特開２００９－１１８９０号公報に開示されている。
【００４０】
　外装パンツ部材の股部の肌面側に備えられる吸収性本体は、トップシートとバックシー
トとこれらの間に挟まれた吸収性コアとを有する。トップシートは、液透過性の不織布等
により構成されることが好ましく、バックシートは、液不透過性または撥水性の不織布や
プラスチックフィルム等により構成されることが好ましい。
【００４１】
　吸収性コアは、尿等の排泄物を吸収できるものであれば特に限定されず、吸水性樹脂を
含んでいることが好ましい。吸収性コアは、例えば、粉砕したパルプ繊維やセルロース繊
維等の親水性繊維集合層に粒状の吸水性樹脂を混合したものを、ティッシュペーパーなど
の紙シートまたは液透過性不織布シート等の被覆シートで包み、長方形、砂時計型、ひょ
うたん型、羽子板型等の所定形状に成形することにより得られる。
【００４２】
　吸収性本体のおむつ幅方向両側縁部に沿って、立ち上がりフラップが設けられているこ
とが好ましい。立ち上がりフラップは、例えば、吸収性本体のトップシート上に接合され
てもよく、吸収性本体の幅方向両外側に設けられてもよい。立ち上がりフラップは、液不
透過性や撥水性の不織布やプラスチックフィルム等により構成されることが好ましく、撥
水性の不織布により構成されることがより好ましい。立ち上がりフラップを設けることに
より、尿等の横漏れを防ぐことができる。
【００４３】
　立ち上がりフラップが立ち上がった状態の上側端部（着用者側の端部）には、起立用弾
性部材が設けられていることが好ましい。起立用弾性部材の収縮力により、着用者側に立
ち上がる立体ギャザーが形成され、尿等の横漏れが防止される。なお、立ち上がりフラッ
プのおむつ前後方向の端部は、内面が例えばトップシート上に接合されていてもよく、こ
れにより尿等の前後方向への漏れが防止される。
【００４４】
　次に、本発明の使い捨てパンツ型おむつの一例について、図面を参照して説明する。な
お、本発明は、下記実施態様に限定されるものではない。
【００４５】
　図１は、本発明の使い捨てパンツ型おむつを表す。図２は、図１の使い捨てパンツ型お
むつの前腹部と後背部との接合を解いて、平面に展開した状態を表す。図３は、図２のＡ
－Ａ断面図を表す。図４は、図２のＢ－Ｂ断面図を表す。図５は、図２のＣ－Ｃ断面図を
表す。図では、矢印ｘをおむつ幅方向とし、矢印ｙをおむつ前後方向と定義付けている。
また、矢印ｘ，ｙにより形成される面に対して垂直方向を厚み方向ｚと定義付ける。
【００４６】
　使い捨てパンツ型おむつ１は、前腹部Ｐと後背部Ｑとこれらの間に位置する股部Ｒとか
ら構成され、前腹部Ｐと後背部Ｑとが接合されることによりウェスト開口部３と一対の脚
開口部４とが形成された外装パンツ部材２を有する。外装パンツ部材２は、内側シート５
と外側シート６とを有し、内側シート５と外側シート６は、ポリオレフィンおよび／また
はポリエステルと界面活性剤とを含むポリマー組成物を溶融して形成されたスパンボンド
不織布を有する。
【００４７】
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　使い捨てパンツ型おむつ１は、外装パンツ部材２の股部Ｒの肌面側に備えられ、トップ
シート９とバックシート１０とこれらの間に挟まれた吸収性コア１１とを有する吸収性本
体８を有する（図３）。トップシート９は、着用者の股部の肌に面するように配置され、
尿等の排泄物を透過する。トップシート９を透過した排泄物は、吸収性コア１１により収
容される。バックシート１０は、外装パンツ部材２の内側シート５に接合され、排泄物が
外部へ漏れるのを防いでいる。
【００４８】
　吸収性本体８のおむつ幅方向ｘの両側縁部に沿って、立ち上がりフラップ１２が設けら
れている。立ち上がりフラップ１２は、トップシート９とバックシート１０とに跨って接
合され、おむつ前後方向ｙに延在している。立ち上がりフラップ１２のおむつ幅方向ｘの
内方端部には、起立用弾性部材１３が配設されている。立ち上がりフラップ１２は、起立
用弾性部材１３の収縮力により、トップシート９の上方（着用者側）に立ち上がる立体ギ
ャザーを形成し、尿等の横漏れを防止する。なお、立ち上がりフラップ１２は、吸収性本
体８の前後端部で、内面がトップシート９上に接合されており、これにより尿等の前後方
向ｙの外方への漏れが防止される。
【００４９】
　外装パンツ部材２の前腹部Ｐと後背部Ｑとには、内側シート５と外側シート６との間に
、複数の胴周り用弾性部材１４がおむつ幅方向ｘに設けられている（図１，図２，図４）
。胴周り用弾性部材１４は、周囲に塗布されたホットメルト接着剤１５により、内側シー
ト５と外側シート６とに接着しており、複数の胴周り用弾性部材１４間の内側シート５と
外側シート６とは接着していない（図５）。
【００５０】
　胴周り用弾性部材１４の周囲にホットメルト接着剤１５を塗布する場合、図６（ａ）に
示すように、ホットメルト接着剤１５は胴周り用弾性部材１４の全周に塗布してもよく、
図６（ｂ），（ｃ）に示すように、ホットメルト接着剤１５を胴周り用弾性部材１４のほ
ぼ３／４周やほぼ半周に塗布してもよい。ホットメルト接着剤１５は、胴周り用弾性部材
１４の少なくとも半周以上に塗布されることが、胴周り用弾性部材１４が内側シート５と
外側シート６とに確実に接着されるようにする点から、好ましい。なお、図６（ａ）～（
ｃ）に示されるように弾性部材の周囲の全てまたは部分的にホットメルト接着剤を塗布す
ることは、胴周り用弾性部材１４に限定されない。
【００５１】
　使い捨てパンツ型おむつ１の前腹部Ｐと後背部Ｑとには、吸収性本体８の前後端部を覆
うように、エンド押さえシート７が設けられている（図２，図４）。エンド押さえシート
７は、吸収性本体８の前後端部が着用者の肌に直接当たり、着用者が違和感を覚えるのを
防ぐために設けられる。図では、エンド押さえシート７は、吸収性本体８の前後端部と胴
周り用弾性部材１４の全体を覆うように、吸収性本体８の前後端部と内側シート５とに、
ホットメルト接着剤１６で接着されている（図４，図５）。
【００５２】
　外装パンツ部材２のウェスト開口縁１７に沿って、複数のウェスト用弾性部材１８がお
むつ幅方向ｘに設けられている（図１，図２，図４）。外側シート６は、外装パンツ部材
２のウェスト開口縁１７で、内側シート５側に折り返され、折り返された外側シート６は
ホットメルト接着剤２０によりエンド押さえシート７と接着されている（図５）。ウェス
ト用弾性部材１８は、周囲に塗布されたホットメルト接着剤１９により、折り返された外
側シート６間に挟まれて外側シート６と接着されている。ウェスト用弾性部材１８と外側
シート６との接合を確実にするために、外側シート６の折り返された部分にはホットメル
ト接着剤２１が塗布され、ホットメルト接着剤２１によりウェスト用弾性部材１８と外側
シート６とが接着されていることが好ましい。
【００５３】
　外装パンツ部材２の脚開口縁２２に沿って、内側シート５と外側シート６との間に、脚
用弾性部材２３，２４が設けられている（図２）。脚用弾性部材は、股部Ｒを横切ってお
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むつ前側の両脚開口縁に沿って設けられる前側脚用弾性部材２３と、股部Ｒを横切ってお
むつ後側の両脚開口縁に沿って設けられる後側脚用弾性部材２４とからなる。前側脚用弾
性部材２３と後側脚用弾性部材２４とにより、脚開口縁２２のほぼ全周にわたり脚用弾性
部材が設けられることとなる。
【符号の説明】
【００５４】
　１：　使い捨てパンツ型おむつ
　２：　外装パンツ部材
　５：　内側シート
　６：　外側シート
　８：　吸収性本体
　９：　トップシート
　１０：　バックシート
　１１：　吸収性コア
　１４：　胴周り用弾性部材
　１５：　ホットメルト接着剤
　１８：　ウェスト用弾性部材
　２３，２４：　脚用弾性部材

【図１】 【図２】
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【図４】

【図５】

【図６】
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